
小 牧 市 建 設 工 事 入 札 総 合 点 数 算 定 要 領  

                   平 成 ２ ６ 年 ７ 月 １ 日 

                     ２ ６ 小 契 第   ５ ６  号                

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、公 共 工 事 の 品 質 確 保 及 び 市 内 の 建 設 業 者 の 育 成

を 図 る た め 、市 が 発 注 す る 建 設 工 事 の 入 札 に 参 加 し よ う と す る 市 内

の 建 設 業 者（ 建 設 業 法（ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 。以 下「 法 」と

い う 。）第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 建 設 業 者 を い う 。以 下 同 じ 。）の 総

合 的 な 評 価 に 係 る 点 数 （ 以 下 「 総 合 点 数 」 と い う 。） に 関 し 必 要 な

事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 総 合 点 数 ）  

第 ２ 条  総 合 点 数 と は 、法 第 ２ ７ 条 の ２ ３ に 規 定 す る 経 営 事 項 審 査 に

よ り 数 値 化 さ れ た 総 合 評 定 値 に 、別 記 算 式 に よ り 算 定 し た 市 独 自 点

を 加 え た も の を い う 。  

（ 総 合 点 数 を 用 い る 入 札 ）  

第 ３ 条  総 合 点 数 を 用 い る 入 札 は 、 一 般 競 争 入 札 と す る 。  

（ 対 象 者 及 び 対 象 工 事 ）  

第 ４ 条  総 合 点 数 の 算 定 の 対 象 と な る 者 は 、市 内 に 本 店 、支 店 又 は 営

業 所 等 が あ り 、 当 該 年 度 の 入 札 参 加 資 格 を 有 し て い る も の と す る 。 

２  総 合 点 数 の 算 定 の 対 象 と な る 建 設 工 事 の 種 類 は 、 土 木 一 式 工 事 、

建 築 一 式 工 事 及 び 水 道 施 設 工 事 と す る 。  

（ 通 知 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、総 合 点 数 を 算 定 し た と き は 、対 象 と な る 者 に 通 知 す

る も の と す る 。  

（ 総 合 点 数 の 有 効 期 間 ）  

第 ６ 条  総 合 点 数 の 有 効 期 間 は 、前 条 の 通 知 の 日 か ら 、次 の 総 合 点 数

の 通 知 の 日 の 前 日 ま で と す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ３ ０ 年 ９ 月 １ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  



別 記 算 式 （ 第 ２ 条 関 係 ）  

市 独 自 点 ＝ ｛（ A― ７ ０ ） ×１ ０ ｝ ×B＋ C＋ D  

 こ の 算 式 に お い て 、 A、 B、 C 及 び D は 、そ れ ぞ れ 次 の 値 を 表 す も の

と す る 。  

A 当 該 年 度 の 前 年 度 に お け る 各 建 設 工 事 の 種 類 に 係 る 小 牧 市 建 設 工

事 成 績 評 定 要 領（ 平 成 ２ ０ 年 １ 月 １ ６ 日 １ ９ 小 総 第 ８ ５ ２ 号 ）に 規

定 す る 評 定 点 の 平 均 点（ 平 均 点 は 、小 数 点 第 ２ 位 を 四 捨 五 入 し 、小

数 点 第 １ 位 ま で も と め る 。）  

B 補 正 係 数 （ 請 負 件 数 に 応 じ た 工 事 成 績 評 定 点 を 補 正 す る も の ）  

請 負 件 数  

補 正 係 数  土 木 一 式

工 事  

建 築 一 式

工 事  

水 道 施 設  

工 事  

１ 以 上  

３ 以 下  
１  １  １ /１  

４ 以 上  

６ 以 下  

２ 以 上  

３ 以 下  

２ 以 上  

３ 以 下  

５ /４  ( A－ 70)の 数 値 が プ ラ ス の 場 合  

４ /５  ( A－ 70)の 数 値 が マ イ ナ ス の 場 合  

７ 以 上  ４ 以 上  ４ 以 上  
３ /２  ( A－ 70)の 数 値 が プ ラ ス の 場 合  

２ /３  ( A－ 70)の 数 値 が マ イ ナ ス の 場 合  

※ ｛（ A― ７ ０ ） ×１ ０ ｝ ×B の 式 に よ り 算 出 さ れ た 点 数 に 整 数 未 満 の

端 数 が あ る 場 合 は 、 当 該 端 数 を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

※ 請 負 実 績 が な い 場 合 は 、 係 数 は な い も の と す る 。  

C 前 年 度 の 工 事 請 負 額 の 合 計 額 に 応 じ た 点 数  

工 事 請 負 額（ 単 位：千 円 ） 点 数  工 事 請 負 額 （ 単 位 ： 千 円 ） 点 数  

な し  ０ 点  80,000 以 上 90,000 未 満  ５ ５ 点  

5,000 未 満  ５ 点  90,000 以 上 100,000 未 満  ６ ０ 点  

5,000 以 上 10,000 未 満  １ ０ 点  100,000 以 上 125,000 未 満  ６ ５ 点  

10,000 以 上 15,000 未 満  １ ５ 点  125,000 以 上 150,000 未 満  ７ ０ 点  

15,000 以 上 20,000 未 満  ２ ０ 点  150,000 以 上 175,000 未 満  ７ ５ 点  

20,000 以 上 30,000 未 満  ２ ５ 点  175,000 以 上 200,000 未 満  ８ ０ 点  

30,000 以 上 40,000 未 満  ３ ０ 点  200,000 以 上  ８ ５ 点  

40,000 以 上 50,000 未 満  ３ ５ 点  

50,000 以 上 60,000 未 満  ４ ０ 点  



60,000 以 上 70,000 未 満  ４ ５ 点  

70,000 以 上 80,000 未 満  ５ ０ 点  

※ 工 事 請 負 額 は 、当 該 年 度 の 前 年 度 末 ま で に 工 事 が 完 了 し た も の と す

る 。  

D  地 域 又 は 社 会 へ の 貢 献 の 度 合 い に よ る 点 数  次 に 掲 げ る 点 数 を 合

算 し た 点 数 と す る 。  

(1)市 と の 防 災 協 定 を 締 結 し て い る 場 合 は 、 １ ０ 点 。  

(2)総 合 点 数 算 定 時 に 、 協 力 雇 用 主 と し て 名 古 屋 保 護 観 察 所 に 登 録

さ れ て い る 場 合 は 、 ３ 点 。  

(3)協 力 雇 用 主 と し て 名 古 屋 保 護 観 察 所 に 登 録 さ れ 、 総 合 点 数 算 定

時 の 前 年 度 か ら 総 合 点 数 算 定 ま で の 間 に お い て 、 保 護 観 察 中 の

者 又 は 更 生 緊 急 保 護 中 の 者（ 以 下「 保 護 観 察 対 象 者 等 」と い う 。）

を 同 一 人 に つ い て 連 続 し て ３ ０ 日 以 上 雇 用 し た 場 合 は 、 ７ 点 。

こ の 場 合 に お い て 、 当 該 雇 用 に つ い て は 、 名 古 屋 保 護 観 察 所 が

証 明 す る 「 保 護 観 察 対 象 者 等 の 雇 用 に 関 す る 証 明 書 」 を 提 出 さ

せ る こ と に よ り 確 認 す る も の と す る 。  


